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射水市総合計画（素案）に寄せられたご意見等の概要とその対応について 

 

□基本構想 

第４章 まちづくりの主要課題 
 

№ 素案の対象箇所等 寄せられた意見・提言 意見等に対する考え方 修正の有無 

1 

第１ 成長社会か

ら成熟社会への転

換 
２ 価値観やライ

フスタイルの多様

化への対応 
(P8) 

 幸福度について、施策などが

十分展開できないことから、次

回の見直しまでの調査研究課

題とし、削除すべきではない

か。 

「幸福度」については、今後の課題とし

て、先進地の市町村の動向を注視するとと

もに、指標や施策への関連付けなどを調査

研究したいと考えていることから、主要課

題としています。 
無 

2 

第２ 安全・安心に

対する意識の高ま

り 
２ 環境問題の深

刻化への対応 
(P8) 

 「生物多様性の喪失」とすべ

きではないか。（資源と見た場

合は「損失」である） 

環境省が示す環境白書の表記に沿い、生

物の多様性を大切な資産と捉え、「損失」と

して記載しています。 
無 

3 

第４ 持続可能な

行財政運営 
２ 国・地方を通じ

た厳しい財政状況

への対応 
(P10) 

「将来にわたる健全財政」を 

「将来にわたる安定した健全 
財政」とすべきではないか。 

「安定した財政基盤」は「健全財政の堅

持」に必要不可欠な要素であると考えてい

ます。 
このことから、「健全財政」の「健全」に

は、ご指摘の「安定した」という意味も含

まれており、文言の追記は必要ないものと

考えています。 

無 

第11章 構想の実現を目指して 

 

№ 素案の対象箇所等 寄せられた意見・提言 意見等に対する考え方 修正の有無 

4 

※章の説明文 
(P24) 

「時代に適応した市政を進

めていく必要があります。」の

前に、「時代に対応した行政サ

ービスの提供、情報公開と広報

広聴の推進、電子自治体の推

進、危機事象に的確に対応しつ

つ」を挿入してはどうか。 

 ご提案の内容は、市政運営の基本的事項

と捉えており、基本構想実現のための基本

計画の施策として適宜記載しています。 
 この章においては、基本構想の実現のた

め、各種施策に取り組むに当たり共通して

認識すべき３つの事項（手段）を記載して

いますが、「広報広聴の推進」については「第

１ 市民等との協働による計画の確実な推

進」に必要なことから、文中を「このため、

積極的な広報・広聴活動による情報開示を

行い（下線部追加）」と修正します。 

有 

資料 ３ 
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□基本計画 
 
第１章 総論  
№ 素案の対象箇所等 寄せられた意見・提言 意見等に対する考え方 修正の有無 

5 

重点プロジェクト

（イメージ図） 
(P28) 

重点プロジェクトとするた

めの判別・特化条件や重点プロ

ジェクトの推進方法の財源措

置、成果の評価、各論との関係

など、総合計画の実施に際して

混乱を生ずるのではないか。 

重点プロジェクトは、基本計画の各論に

位置付けた施策や事業の中から、特に重点

的・集中的に取り組む施策・事業を５つの

政策分野ごとにお示ししています。（必ずし

もすべての施策を網羅しているものではあ

りません。） 
その実施においては、全庁的に横断的・

戦略的に取り組むとともに、予算を重点的

に配分し、また、その成果についても評価

することとします。 

無 

6 

(2) 安全・安心に関
する政策 
① 災害に強い都市
基盤の整備（上水道

施設における耐震

化整備の推進） 
(P31) 

「上水道施設における耐震

化整備の推進」を「上下水道施

設における耐震化整備の推進」

とすべきではないか。 

上水道施設は、生命に直結するライフラ

インであり、安定供給が必須であることか

ら、耐震化を重点プロジェクトに掲げてい

ます。 
下水道施設についても、老朽化対策とし

て計画的に更新を進める中で、同時に耐震

性の向上を図っていきますが、安全・安心

に関する重点プロジェクトとしては、近年

の気象変動に伴う豪雨災害から市民を守る

雨水対策を掲げております。 

無 

7 

(2) 安全・安心に関
する政策 
② 地域の防災体制
の整備（災害等の発

生時における組織

体制の強化と迅速

な対応の確保 
(P31) 

 主な内容に「市内立地の企業

などにもBCPの策定の推奨と
訓練」を追加してはどうか。 

 ご提案の主旨を踏まえ、基本計画の各論

第４部第４章第１節「防災・減災対策の推

進」において以下のとおり修正します。 
【施策の内容】(P152)の「第１ 災害等
の発生時における組織体制の強化」の「１ 

活動体制の整備の推進」の（３）を「事業

所・企業におけるBCP計画策定の促進と協
力体制の充実（下線部追加）」に修正します。 
また、注釈として、「BCP（Business 

Continuity Plan）：企業等が災害や事故等
の予期せぬ出来事が発生した際に限られた

経営資源で最低限の事業活動を継続、もし

くは目標復旧時間内に再開できるようにす

るため、事前に策定する行動計画」を第５

部第２章第３節「情報化の推進」(P183)か
ら移記します。 

有 
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第２章 各論 
 

第１部 豊かな子どもを育むまちづくり 

 

№ 素案の対象箇所等 寄せられた意見・提言 意見等に対する考え方 修正の有無 

8 

第１章 元気な子

どもを育むまちづ

くり 
第１節 子ども・子

育て支援の推進 
(P35) 

【現況と課題】 
「子どもの最善の利益」につ

いて、子どもの権利条約第３条

の主旨を踏まえ、注釈を追加し

てはどうか。 

 ご指摘を踏まえ、以下のとおり注釈を追

加します。 
「子どもの最善の利益：発達段階の途中

にある子どもは意思決定が難しい場合があ

ることから、子どもの権利条約第 3条では、
子どもに関する措置や決定を行うときは、

子どもの最善の利益を考慮するものとする

としている。」 

有 

9 

第１章 元気な子

どもを育むまちづ

くり 
第２節 学校教育

の充実 
(P44) 

【施策の内容】 
「食材などの品質管理（食中

毒、異物混入など）の徹底」を

追加してはどうか。 

ご提案の主旨を踏まえ、「第２ 心身とも

に健やかな子どもの育成」の「６ 学校に

おける食育の推進」の「（２）学校給食の充

実」において、「ア 安全な給食の提供」と

して取組を追加します。 

有 

10 

第１章 元気な子

どもを育むまちづ

くり 
第２節 学校教育

の充実 
(P39) 

【施策の内容】 
射水市の偉人である石黒信

由に学び、郷土を誇り愛する教

育と一体化して、数学・測量・

天文学に秀でた教育に取り組

むべきである。 

ご提案の趣旨については、「第１ 確かな

学力の定着」及び「第４ 郷土愛を育む教

育の推進」において、基礎学力の定着及び

探究的な学習と郷土歴史の認識を高める学

習に取り組んでいきます。 

無 

11 

第１章 元気な子

どもを育むまちづ

くり 
第４節 家庭教

育・地域における教

育の充実 
(P49) 

【施策の内容】 
「いみず」は古い歴史をもっ

ており、重要な遺跡もある。郷

土の研究体制を充実させ、親と

子に郷土の歴史の意識を高め

ていくべきである。 

平成 23 年度から継続して、郷土を学ぶ
「ふるさと学習講座」を実施しており、ま

た、「県公民館親子ふるさと自然体験事業」

も積極的に活用していきます。 無 

12 

第２章 みんなが

学び豊かな心を育

むまちづくり 
第１節 生涯学習

の推進 
(P54) 

図書館の利用状況を見ると

新湊図書館より下村図書館の

利用が高い。その原因を分析す

れば、学校教育、家庭教育、図

書館の配置などの活用策が見

えてくるのではないか。 

下村図書館が新湊図書館の貸出冊数を上

回っている要因は、下村図書館には児童館

が併設されているため、児童図書の充実に

重点を置いていることにより、小さなお子

様連れの利用者が多くなっていることが挙

げられます。加えて、新湊図書館東部分室

が廃止されてから、その利用者が下村図書

館を利用していることも要因の一つである

と考えられます。 
以上の様な分析結果を今後の図書館運営

等に活用していきます。 

無 
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13 

第１章 元気な子

どもを育むまちづ

くり 
第１節 子ども・子

育て支援の推進 
(P37) 
第４節 家庭教

育・地域における教

育の充実 
(P51) 

放課後子ども教室と放課後

児童クラブの連携強化、あるい

は国の検討を待って一元化の

検討をすればどうか。 

 両事業は目的や役割、活動内容に違いが

あることなどから、当面はそれぞれの質・

量の充実を図っていきます。 
 また、市では放課後対策事業運営委員会

を組織し、両事業の連携強化について協議

をしており、放課後児童クラブの児童が、

放課後子ども教室に参加するなどの連携も

すでに実施しています。 
 なお、両事業の一元化については、今後

の国の動向を見極めながら対応します。 

無 

14 

第３章 みんなが

思いやりあるまち

づくり 
第２節 人権尊重

社会の推進 
(P65) 

【現況と課題】 
「SNS」について、注釈を追
加してはどうか。 

 当該節より前の節、第１章第４節「家庭

教育・地域における教育の充実」において、

注釈として欄外に「SNS（Social Network 
Service）：インターネットを通じて人と人
とのつながりを促進し、コミュニティの形

成を支援するサービス」と記載しています。

(P49) 

無 

第２部 健康でみんなが支え合うまち 

 

№ 素案の対象箇所等 寄せられた意見・提言 意見等に対する考え方 修正の有無 

15 

第３章 医療体制

の整ったまちづく

り 
第３節 発展性の

ある市民病院の運

営 

【現況と課題】 
「系統的マネジメント・シス

テム」より「階層的で系統的マ

ネジメント・システム」という

表現の方が馴染むのではない

か。 

バランススコアカードは、各目標が戦略

達成に向けた階層的な因果関係として位置

付けられるものですが、「階層的」なマネジ

メント・システムに限定しているものでは

ないため、修正の必要はないものと考えて

います。 

無 

16 

(P91) 「クラーク」、「DPC」、
「HCU」、「ICU」について、
注釈を追加してはどうか。 

 ご指摘を踏まえ、以下のとおり注釈を追

加します。 
クラーク：ここでは医師事務作業補助者

を指す。医師の指示の下に診断書などの文

書作成などを行い、医師の負担軽減を図る

職員 
DPC(Diagnosis Procedure Combination）：
診断群分類別包括支払制のこと。従来の診

療行為ごとに計算する「出来高払い」方式

とは異なり、入院患者の病名とその症状・

治療行為をもとに厚生労働省が定めた１日

当たりの金額からなる包括評価部分（投薬、

注射、処置、入院料等）と出来高評価部分

（手術、麻酔、リハビリ、指導料等）を組

み合わせて計算する計算方式 

有 
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  HCU(High Care Unit)：ICUと一般病床
の中間に位置する治療室で、手術直後の患

者などの容態管理を 24時間体制で行い、高
度で緊急を要する医療を行う高度治療室 

ICU（Intensive Care Unit）：呼吸、循環、
代謝その他の重篤な患者の容態を 24 時間
体制で管理し、効果的な治療を行う集中治

療室 

 

第４部 潤いのある安心して暮らせるまち 

 

№ 素案の対象箇所等 寄せられた意見・提言 意見等に対する考え方 修正の有無 

17 

第１章 自然と共

に生きるまちづく

り 

第２節 循環型社

会の構築 

(P129) 

【施策の内容】 
規制の対象となる汚染発生

事業者だけでなく、企業、

NPO、国民、行政、高等学術
機関など、様々な関係者が環境

問題に自ら取り組む必要があ

る。取組を効果的に進めるた

め、市民参加、協働が重要であ

り、地球温暖化対策推進市民会

議の充実した活動を明記する

ことも重要ではないか。 

 ご指摘のとおり、環境保全の推進や循環

型社会の構築に当たっては、市民、事業者、

行政が連携して取り組むことが重要である

と考えています。それぞれの役割や市民協

働については、「射水市環境基本計画」にお

いて具体的に明記し、取り組んでいます。 
 地球温暖化対策推進市民会議の活動につ

いては、計画素案に記載されている、「市民

環境講座」や「いみず環境チャレンジ 10」
等を実施しており、また、第３節「循環型

社会の構築」において記載しているとおり、

当会議とも連携しながら市民レベルで取組

を推進します。 

無 

18 

第２章 快適で利 

便性の高いまちづ 

くり 

第２節 公共交通

網の整備 

(P136) 

 新幹線が開業すると、大阪、

名古屋方面へは鉄道の場合不

便になり、高速バスの需要が高

まると予想される。 
 小杉駅前に高速バスの停留

場所設置を含めた拠点整備が

必要であり、平成 25年に策定
された射水市公共交通プラン

には盛り込まれている。しかし

ながら、本計画には盛り込まれ

ていないので、整合性に欠ける

のではないか。 

公共交通プランの上位計画として総合計

画が位置付けられています。素案では「第

３ 広域交流を活発化する公共交通機関の

充実」の１において「広域観光の推進」を

記載しており、高速バス停留所の設置に向

けた取組を進めることとしています。 
ご指摘の主旨を踏まえ、「１ 広域観光の

推進及び観光スポットへのアクセス向上」

の（２）を「市内観光スポット及び主要都

市を結ぶ公共交通機関進出の働きかけ（下

線部追加）」と修正します。 

有 

19 

第４章 防災・減災

対策の推進 
第１節 防災・減災

対策の推進 
(P151) 

市役所新庁舎周辺は浸水が

予想される場所でもあり、最近

の集中豪雨に基づき防災対策

を考える必要があるのではな

いか。 

 大雨、洪水、高潮、強風等の注意報の一

つ以上が発表された時から、第１次非常配 
備に移行できる準備態勢をとっています。

また、状況に応じて被害の未然防止又は 
拡大防止に必要な各種対策を講じることと 
しています。 

無 
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20 

 【施策の内容】 
射水市はため池が多く、その

耐震性と集中豪雨土砂崩れの

調査と対策を行わなければな

らないのではないか。 

 危険が予想される個所については随時点

検・パトロールを行っています。また対策・

措置の必要な個所が発見された場合は、管

理責任のある関係機関に働きかけ早急な対

応を求めています。 

無 

21 

 市道橋梁の耐震化改修を含

めどのように災害に強いまち

にするか、予算はどうなるか。 

 災害に強いまちづくりを進める上で、災

害時における通行機能の確保の観点から、

道路及び橋梁の耐震化は重要であると考え

ます。その様な社会資本の整備に要する投

資的経費の規模及び財源については、合併

特例事業債の発行期限の延長等、社会経済

情勢の変化を総合的に考慮し、新たな実施

計画の中でお示しします。 

無 

22 

 原子力発電所に関して市と

してどのように向き合ってい

くのか考え方をまとめておく

べきではないか。 

 原子力発電所の問題については、国策と

して、適切に対応すべきものと考えていま

す。市として、地域や家庭における環境負

荷の低減を図るため、循環型・低炭素型社

会の構築に向けた取組を推進します。 

無 

 

第５部 みんなで創る開かれたまち 

 

№ 素案の対象箇所等 寄せられた意見・提言 意見等に対する考え方 修正の有無 

23 

第１章 市民が主

役のまちづくり 

第１節 参画と協

働によるまちづく

りの促進 

(P165) 

 小杉地区では、単位自治会は

存在せず、町内会として構成し

ている。これらの現状を適正に

表現すべき。単位町内会を併記

するか、備考欄に補足説明した

方が市民にとって分かりやす

いのではないか。 

ご指摘の趣旨を踏まえ、欄外の注釈「地

域振興会」の文中を「地域に合ったまちづ

くりを実現するため、単位自治会（小杉地

区においては町内会）や地区女性の会」（下

線部分追加）と修正します。 
有 

24 

第２章 むだのな

い開かれたまちづ

くり 
第１節 信頼され

る市政の推進 
第２ 透明で公正

な市政の推進 
(P175) 

情報公開に関する首長の取

り組み姿勢とチェック機能が

働いているかが問題である。 
また、入札に係る資格審査会

なども含め、行政行為決定、重

要審議の記録を残しておくべ

きである。市政情報の積極的な

提供等がされなければ、市民か

ら信頼される透明な市政の推

進にはならない。 
不服申し立て審査会への諮

問に１か月以上かかっている

現状がある。市民に信頼される

組織になっているか。 

「１ 情報公開・個人情報保護の推進」

及び「２ 市政情報の積極的な提供」の取

組を進める中で、信頼される市政の実現に

向け努めていきます。 

無 
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25 

第２章 むだのな

い開かれたまちづ

くり 
第１節 信頼され

る市政の推進 
第３ 監査機能の

充実 
(P176) 

【施策の内容】 
外部監査制度導入の検討は、

現計画（第１次）にも計画され

ている。検討の段階は終えてお

り、外部監査制度の導入は早急

になすべきである。 

 本市には外部監査制度の法的設置義務は

ありませんが、他市の進捗状況、導入済団

体の実績、費用対効果等を研究しながら、

導入に向け引き続き検討していきます。 
無 

26 

第２章 むだのな

い開かれたまちづ

くり 
第１節 信頼され

る市政の推進 
第４ 高度な倫理

観の維持 
(P176) 

市長を頂点とする職員の倫

理観（遵法精神）が重要である。

「射水市政治倫理条例」の周知

は、誰を対象としたものか。 

市民を対象に、条例の周知を図ります。 

無 

27 

第２章 むだのな

い開かれたまちづ

くり 
第２節 健全な行

財政運営の推進 
第１ 簡素で効率

的な行政運営の推

進 
５ 適正な入札・契

約制度の運営 
(P179) 

【施策の内容】 
競争入札の指名業者選定や

入札手続きの公正確保のため、

入札監視委員会等の第３者機

関を設置してはどうか。 

入札に係る手続きの公正性・透明性を確

保するため、今後とも、適正な業者選定及

び入札の執行に努めていきます。 

無 

     
基本構想、基本計画の共通事項 

№ 素案の対象箇所等 寄せられた意見・提言 意見等に対する考え方 修正の有無 

28 

 「努めます」、「必要がありま

す」などの消極的な言葉使いに

ついて、計画当事者として積極

的な言葉使いが可能ではない

か。 

 「必要があります」という文言は、具体

的に何が必要なのかを記載することで、「現

況や課題」を明確にしようとしているもの

です。 
 また、「努めます」という文言については、

ご指摘を踏まえ適宜修正します。 

有 

29 

 「射水市ゆかりの文化人会

議」や「射水市顧問会議」の意

識と意見は今回どう評価、反映

されたのか。 

 「射水市総合計画顧問会議」を開催し、

射水市選出の県議会議員の方々から総合計

画（素案）に関するご意見・ご提言をいた

だき、適宜素案の修正を行っています。 
なお、「射水市ゆかりの文化人会議」は、

今回の総合計画の見直しに際しては開催し

ていません。 

無 
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30 

 個別条例、計画、方針などの

名称を挙げて記載しているも

のと、それらを挙げずに内容だ

けを記載しているものがある

ので、どちらかに統一すべきで

はないか。 
例：○○計画に掲げた事業を推

進します。 

個別条例等の名称を挙げて記載するか、

また、その内容だけを記載するかについて

は、各々の文章の中で分かりやすい表現と

なるように対応したものです。 
無 

31 

 市長のマニフェストが計画

に適切に反映されているのか。 
「射水」の名の発信や学生によるまちづ

くりなど、市長の政策公約の基本的な考え

や施策・事業については、基本計画の重点

プロジェクトや各論の施策等に反映させ、

総合計画との整合性を図っています。 
また、今後策定する実施計画においても

政策公約に掲げている施策・事業を計上す

ることとしています。 

無 

32 

 市政運営の「選択と集中」に

スピードを追加してはどうか。

合併協議会での決定事項の中

で取組が遅れているものもあ

る。 

合併協議会の決定事項については、合併

後の本市を取り巻く状況などを勘案し、ス

ピード感を持って対応していますが、時間

を要する事項もあります。 
なお、市政運営の基本として、スピード

を重視し、様々な課題に取り組んでいきま

す。 

無 

33 

 市政運営の「選択と集中」に

ついて、予算ヒアリングなど可

能な限り市民に公開し、「選択

と集中」などのプロセスを市民

に理解してもらったらどうか。 

予算ヒアリングの可能な限りの公開につ

いては、時間的制約もあり物理的に不可能

であると考えています。 
施策と財源の「選択と集中」については、

新年度予算（案）概要においてこれまでも

公表しており、より分かりやすい資料とな

るよう工夫していきます。 

無 

34 

 「審議会などの活性化と委

員の選任などの適正化」をどこ

かに追加してはどうか。 

 ご提案の主旨は、第５部第１章第２節「参

画を促進する体制づくりの推進」の「第１ 

市民の参画を支援する体制づくりの推進」

の取組の中で生かしていきます。 
 なお、市では「射水市審議会等の設置及

び運営に関する要綱」を規定し、審議会等

の機能の充実及び効率化を図っています。 

無 

35 

 現行計画と実績を検証、総括

することが先決である。現行計

画の何が間違っていて削除し、

何を新たに加えたのか全く分

からない。 

これまで進めてきた総合計画の達成状況

や方向性を検証するため開催した射水市市

政検証懇談会のご提言等を踏まえ、また、

現計画の施策や今後重要と思われる施策に

対する市民意識を把握した上で今回お示し

している基本構想（案）及び基本計画（案）

無 
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を作成しています。 
 その結果として、向こう 10年間でなすべ
き施策等を示している基本計画において

は、社会経済情勢の変化を踏まえた上で【現

況と課題】を整理し記載しています。 

36 

 財政計画の裏付けのない計

画は、実行性がない。今後の財

政見通しがどうなるのかを顕

かにして検証し、正しい現状認

識に基づいて基本計画の策定

に取り組むべきである。 

実施計画の実効性を担保する新たな中長

期財政計画の中で、今後の財政見通しをお

示しします。 
 また、総合計画の実施計画と中長期財政

計画との整合性図ることはもちろんのこ

と、基本構想の第 11章「構想の実現を目指
して」において、「健全な行財政運営に裏打

ちされた計画の推進」を記載しており、健

全な財政状況であることが、市政運営の基

本であると考えています。 

無 

 


